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　厚生労働省では、在宅ワークを良好な就業形態とするための環境整備として「在宅就
業者総合支援事業」を実施しています。

（平成25年度は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社へ事業委託）

在宅ワークに関する疑問にお答えします
在宅ワーク相談室

インターネット　http://www.homeworkers.jp/contact/contact.html

在宅ワークに関する総合支援サイト
Home Workers Web（ホームワーカーズウェブ）

平成25年度在宅就業者総合支援事業

電話：0570-020-050（土日祝、年末年始を除く10:00～17:00）☎

http://www.homeworkers.jp

第５章　在宅ワーク関連情報

今すぐアクセス！


